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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号
）（
税
務
課
） 

一 

趣
旨 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
外
形
標
準
課
税
の
対
象
法
人
に
係
る
法
人
事
業
税
の
付

加
価
値
割
及
び
資
本
割
の
税
率
の
引
上
げ
及
び
所
得
割
の
税
率
の
引
下
げ
、
環
境
へ
の
負
荷
の

少
な
い
自
動
車
を
対
象
と
し
た
自
動
車
取
得
税
の
特
例
措
置
の
見
直
し
等
を
行
う
。 

二 

内
容 

㈠ 

県
民
税 

ア 

個
人
県
民
税 

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
家
屋
の
居
住
年
の
期
限

を
平
成
三
十
一
年
ま
で
延
長
す
る
。 

イ 

法
人
県
民
税 

均
等
割
の
税
率
適
用
区
分
の
基
準
で
あ
る
資
本
金
等
の
額
に
つ
い
て
、
資
本
金
等
の
額

が
資
本
金
と
資
本
準
備
金
の
合
算
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
資
本
金
と
資
本
準
備
金
の
合

算
額
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
。 

㈡ 

法
人
事
業
税 

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
超
の
普
通
法
人
の
事
業
税
の
税
率
に
つ
い
て
、

付
加
価
値
割
及
び
資
本
割
の
税
率
を
引
き
上
げ
、
所
得
割
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
。 

㈢ 

地
方
消
費
税 

税
率
の
七
十
八
分
の
二
十
二
（
消
費
税
率
換
算
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
へ
の
引
上
げ
の
施

行
期
日
を
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
と
す
る
。 

㈣ 

不
動
産
取
得
税 

ア 

住
宅
及
び
土
地
の
取
得
に
係
る
標
準
税
率
（
本
則
四
％
）
を
三
％
と
す
る
特
例
措
置
の

適
用
期
限
を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

イ 

宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
を
価
格
の
二
分
の
一
と
す
る
特
例
措
置
の
適

用
期
限
を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

ウ 

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
一
定
の
新
築
貸
家
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地

の
取
得
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延

長
す
る
。 

㈤ 

自
動
車
取
得
税 

ア 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
で
初
め
て
新
規

登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
を
見
直
し
た
上
、

そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 



イ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
で
初
め
て
新
規

登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
税
率
を
本
特
例
措
置
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
の
税
率
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
軽
減
対
象

を
見
直
し
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

ウ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
で
初
め
て
新
規

登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
税
率
を
本
特
例
措
置
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
の
税
率
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
軽
減
対
象

を
見
直
し
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

エ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
で
初
め
て
新
規

登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
取
得
に
係
る
税
率
を
本
特
例
措
置
の
適
用
が
な
い

も
の
と
し
た
場
合
の
税
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

オ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗

用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得

に
つ
い
て
、当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

当
該
取
得
に
係
る
税
率
を
本
特
例
措
置
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
税
率
に
百
分

の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

カ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
（
以
下
「
環
境

対
応
車
」
と
い
う
。）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
環
境
対
応
車
の
取

得
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
控
除
額
及
び
軽
減
対
象
を
見
直
し
た
上
、

そ
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

キ 

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
自

動
車
（
以
下
「
路
線
バ
ス
等
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
一
定
の
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
で
初

め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

ク 

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
一
定
の
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も

の
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
延
長
す
る
。 

ケ 

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車

の
う
ち
、
一
定
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
延
長
す
る
。 

コ 

車
両
総
重
量
が
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
又
は
乗
用
車
の
う
ち
、
車



両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
で
初
め
て
新
規

登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

（
車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
平
成

二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
取
得
価
額
か
ら
五
百
二
十

五
万
円
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

サ 

車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
車
両
安
定

性
制
御
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
で
初
め
て
新
規
登
録
等

を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万

円
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

シ 

車
両
総
重
量
が
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
又
は
乗
用
車
の
う
ち
、
車

両
安
定
性
制
御
装
置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
で

初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
（
車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
っ

て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
取
得
価
額
か

ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

㈥ 

軽
油
引
取
税 

軽
油
の
引
取
り
に
係
る
課
税
免
除
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
か
ら
海
上
保
安
庁

が
航
路
標
識
法
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
航
路
標
識
の
電
源
並
び
に
陶
磁
器

製
造
業
を
営
む
者
の
製
造
工
程
に
お
け
る
焼
成
又
は
乾
燥
に
係
る
用
途
等
を
除
外
し
た
上
、

そ
の
適
用
期
限
を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。 

㈦ 

狩
猟
税 

ア 

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

に
規
定
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
対
象

鳥
獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

イ 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣

捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か

ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
従
事

者
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

ウ 

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
に
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
許
可
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕

獲
等
を
行
っ
た
者
が
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
狩
猟
者
に
係
る



狩
猟
税
の
税
率
を
二
分
の
一
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

エ 

狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
に
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
従
事
者
（
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業

者
の
従
事
者
を
除
く
。）
と
し
て
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
、
当
該
従
事
者
証
に
係
る

鳥
獣
の
捕
獲
等
を
行
っ
た
者
が
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
狩
猟

者
に
係
る
狩
猟
税
の
税
率
を
二
分
の
一
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
。 

㈧ 

そ
の
他 

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
二
㈦
イ
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九

日 



 

条 
 

例 

 
埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
  

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
項
」
を
「
第
二
十
三

条
第
一
項
第
四
号
の
五
イ
の
項
」
に
、
「
こ
の
項
」
を
「
こ
の
条
」
に
、
「
読
み
替
え
る
」
を

「
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
）
の
資
本
金
等
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
）
に

係
る
固
有
法
人
の
資
本
金
等
の
額
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
の
三
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

３ 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除

く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
同
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出

す
る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
令
で
定
め
る
日
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額

及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
第
一
号
ホ
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
（
法
人
税
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す

る
義
務
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
日
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は

出
資
金
の
額
が
」
と
、
同
表
の
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及

び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。 

４ 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除

く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本

準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
に
規
定
す

る
施
行
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は

埼
玉
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出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。 

５ 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
（
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
を
除

く
。
）
の
資
本
金
等
の
額
が
、
同
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準

備
金
の
額
の
合
算
額
又
は
出
資
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
五
十
二
条
第
二

項
第
三
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
資
本
金
の
額
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
合
算
額
又
は

出
資
金
の
額
が
」
と
す
る
。 

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同

項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分

の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の
表
中
「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分

の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百

分
の
六
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
〇
・
四
八
」
を
「
百
分
の
〇
・
七
二
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
〇
・
二
」
を
「
百
分
の
〇
・
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分

の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
の

四
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

第
三
十
二
条
の
十
中
「
又
は
第
三
項
第
一
号
」
を
「
若
し
く
は
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
平
成
三
十
九
年
度
」
を
「
平
成
四
十
一
年
度
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
三
条
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。 

附
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
新
規
登
録
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
の
項
」
を
「
こ
の
条
」

に
、
「
附
則
第
十
八
条
の
四
第
七
項
」
を
「
附
則
第
十
八
条
の
四
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
。
次
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
十
八
条
の
四
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
又
は
車
両
総
重
量

が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑴
中
「
及
び
次
条
」
を

「
、
次
条
及
び
附
則
第
十
八
条
の
四
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「
以
下
「
」
を
「
以
下
こ
の
条
、

次
条
及
び
附
則
第
十
八
条
の
四
に
お
い
て
「
」
に
、
「
次
項
」
を
「
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第



 

十
八
条
の
四
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
度
以
降
」
を
「
平
成
三
十
二
年
度
以
降
」
に
、
「
も
の

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
」
を
「
も
の
（
次
条
及
び
附
則
第
十
八
条
の
四
」
に
、
「
平
成
二
十

七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」

に
改
め
、
同
号
ロ
⑶
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ

と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年

度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以

下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
十
八
条
の
四
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上

で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
ロ
⑶
及
び
ハ
⑶
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
附
則
第
十
八
条
の
四
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
附

則
第
十
八
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・

五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同

号
ハ
⑶
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号

ロ
⑶
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
二
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
⑶
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、

同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑶
中
「
百
分
の
百
五
」



 

を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
十
八
条
の
四
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
附
則
第
十
八
条
の
四

第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ

ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
」
を
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑶
中
「
百
分

の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
⑶
中
「
平
成
二
十

七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
の
下
に
「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
加

え
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
イ
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
」
の
下
に
「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
加
え
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
百
五
」

を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑶
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」

の
下
に
「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
加
え
、
同
号
ニ
⑵
中
「
百
分
の
百
五
」
を

「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
附
則

第
十
八
条
の
四
第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得

を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 

イ 

乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分



 

の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

ハ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車 

イ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準

に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に

定
め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で



 

あ
る
こ
と
。 

ニ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
十
八
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト

ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は
附
則
第
十
八
条
の
四
第
六
項

か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行

わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ

い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一

項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。 

一 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

三 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第

四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び

平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施
行
規
則
で
定

め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ
つ
て
、
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
「
平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
施

行
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
る
も
の
（
次
項
か

ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て「
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
」

と
い
う
。
）
に
限
る
。
） 

イ 

乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 



 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
八
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
三
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
（
同
条

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項

第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定

自
動
車
に
限
る
。
） 

イ 

乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
六
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
三
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
、
「
十
五
万
円
」
を
「
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
（
同
条

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項



 

第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定

自
動
車
に
限
る
。
） 

イ 

乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
四
十
四
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
八
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
次
に
掲
げ
る
自
動

車
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以

下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
並
び
に
衝

突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い

て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
も
の
」
を
加
え
、
「
平
成
二
十

七
年
三
月
三
十
一
日
（
第
一
号
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
第
四
号
」
に
改
め
、

「
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
第
二
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
の

う
ち
車
両
総
重
量
が
二
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
平
成

二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
に
、
「
三
百
五
十
万
円
」

を
「
五
百
二
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
超
え
る
」
を
「
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
」

に
、
「
で
あ
つ
て
」
を
「
（
第
十
一
項
に
お
い
て
「
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
」
に
、

「
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
」
に
、
「
制
動
装
置
に
係

る
」
を
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
」
に
、
「
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
制
動
装

置
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
」
を
「
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も

の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と

い
う
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の

他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
項
に



 

お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
八
ト
ン
を
超
え
る
」
を
「
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
」

に
改
め
、
「
除
く
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
平

成
二
十
四
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
」
に
、
「
制
動
装
置
保
安
基
準
で
施

行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
」
を
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突

被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
十

三
ト
ン
を
超
え
る
」
を
「
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
」
に
改
め
、
「
（
施
行
規
則
で
定

め
る
け
ん
引
自
動
車
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十

八
年
二
月
一
日
」
に
、
「
制
動
装
置
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
」
を
「
車
両
安

定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準

の
い
ず
れ
に
も
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運

送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝

突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

10 

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制

動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録

等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を

控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

11 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装

置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登

録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
第
五
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平

成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と

あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の 



 

二 

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突

被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の 

三 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送

車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に

よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝

突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の 

四 

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車

両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ

り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被

害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の 

五 

車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運

送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝

突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の 

附
則
第
十
八
条
の
四
第
六
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
附
則
第
十
八
条
の
四
第
五
項
」
を

「
附
則
第
十
八
条
の
四
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中

「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。 

４ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で

初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
十
五

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 

二 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ



 

つ
て
、平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

イ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸

化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

ハ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
三
十
八
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
電
力
併
用
自

動
車
に
限
る
。
） 

５ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で

初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
三
十
七

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
五
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

附
則
第
十
八
条
の
二
第
五
項
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 

二 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ

つ
て
、平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

イ 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ 

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸

化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

ハ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
三
十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

自
衛
隊
が
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
、
自
動
車
（
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
又
は
動
力
源
に
供

す
る
軽
油
の
引
取
り 

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
陶
磁
器
製
造
業
、
」
を
削
り
、
「
製
造
工
程
に
お
け

る
焼
成
又
は
乾
燥
の
用
途
、
こ
れ
ら
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
狩
猟
税
の
課
税
免
除
） 

第
二
十
五
条 

県
内
の
市
町
村
に
所
属
す
る
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等

に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四



 

号
。
次
項
に
お
い
て
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項

及
び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
対
象
鳥

獣
捕
獲
員
を
い
う
。
）
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
が
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
に
対
し
て
は
、
狩
猟
税
を
課
さ
な
い
。 

２ 

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
県
内
の
区
域

を
対
象
と
し
て
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
又
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
被
害
防
止

特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
証
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
従
事
者
証
」
と

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
に
係
る
狩
猟
者
の
登

録
が
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
と
き
は
、第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
該
従
事
者
に
対
し
て
は
、

狩
猟
税
を
課
さ
な
い
。 

附
則
第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
狩
猟
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
二
十
五
条
の
二 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録
で
あ
つ
て
、
当
該
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
鳥
獣
保
護
管
理

法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
」

と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
捕
獲
等

期
間
」
と
い
う
。
）
に
県
内
の
区
域
を
対
象
と
す
る
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許

可
捕
獲
等
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
は
、
第
九
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
税
率
に
二
分
の
一
を
乗
じ
た
税
率
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る

狩
猟
者
の
登
録
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
税
率
適
用
登
録
」
と
い
う
。
）
の
要
件
を

満
た
す
者
が
、
特
定
捕
獲
等
期
間
に
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
後
、
軽
減
税
率
適
用
登
録
の
対

象
と
な
る
狩
猟
期
間
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て
狩
猟
者
登
録
の
申
請
書
を



 

提
出
し
、
既
に
そ
の
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
が
、
当
該
県
内
の
区
域
に
お
い
て
、
従
事

者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
従
事
者
証
の
交
付
を
受
け
て
特
定
捕
獲
等
期
間
に

許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
狩
猟
税
の
税
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
項
中
「
受
け
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
た
同
条
第
八
項
（
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特

別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
の
従
事
者
（
鳥
獣
保
護

管
理
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
従
事

者
証
の
交
付
を
受
け
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
七
条
中
「
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
に
、

「
百
分
の
三
・
八
」
を
「
百
分
の
三
・
一
」
に
、
「
百
分
の
二
・
二
」
を
「
百
分
の
一
・
六
」

に
、
「
、
「
百
分
の
五
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
四
・
六
」
に
、
「
百
分
の
三
・
二
」
を
「
百

分
の
二
・
三
」
に
、
「
百
分
の
七
・
二
」
を
「
百
分
の
六
」
に
、
「
百
分
の
四
・
三
」
を
「
百

分
の
三
・
一
」
に
改
め
る
。 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
一
項
第
三
号
中
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
」
に

改
め
る
。 

第
三
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
二
十
五
条
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
附
則
た
だ
し

書
中
「
及
び
附
則
第
二
十
五
条
第
一
号
」
を
削
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
埼
玉
県
税

条
例
附
則
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
八

項
の
規
定
は
、
同
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
以

下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例



 

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民

税
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
で
法
人
税

法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
も
の
並
び

に
新
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
申
告
納
付
す
る
法
人
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
っ
て
納
付
す
る
法
人
の
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
最
初
の
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税

及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
最
初
の
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
改
正

後
の
条
例
第
三
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
資
本
金
等
の
額
が
」

と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
号
）
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
五
に
規
定
す
る
資
本
金

等
の
額
が
」
と
し
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る

法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

５ 

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取

得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

６ 

改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対

し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す

る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

７ 

改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受

け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け

た
者
に
対
し
て
課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

８ 

改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て



 

適
用
す
る
。 

９ 

改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
に
係
る

申
請
書
を
提
出
し
、
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用

す
る
。 

10 

施
行
日
か
ら
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
五
条
中
「
次
項
に
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
に
」
と
、
「
鳥
獣
の
保

護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
鳥
獣
保
護

管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て

「
鳥
獣
保
護
法
」
と
、
改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
鳥
獣
保
護
管
理
法

第
五
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
五
十
六
条
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
九
条

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
一
項
（
鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
第

二
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
二
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
鳥
獣
保

護
管
理
法
第
九
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
」
と
、
「
に
規
定
す

る
従
事
者
を
い
い
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
（
鳥
獣

被
害
防
止
特
措
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
従
事
者
を
い
う
」
と
、
「
、
従
事
者
証
」
と
あ
る

の
は
「
、
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
に
規
定
す
る
従
事
者
証
」
と
、
「
同
条
第
八
項
（
鳥
獣

保
護
管
理
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
又
は
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の

た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
鳥
獣
保
護
法
第
九
条
第
八
項
（
鳥
獣
被
害

防
止
特
措
法
」
と
、
「
者
（
鳥
獣
保
護
管
理
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
者
」
と
す
る
。 



規

則

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号



別記様式第二十一号 
  年度（  月）個人県民税当初・確定・分離課税額報告書 

区 分 県 民 税 市 町 村 民 税 計 

納 税 義 務 者 数

備 考均 等 割

の み

所 得 割

の み

均等割と所得

割併課 
計 

普

通

徴

収

均 等 割 円 円 人 人 人 人

所

得

割

分 離 課 税 以 外 の 分

分

離

課

税

退 職 所 得 分

長 期 譲 渡 所 得 分

短 期 譲 渡 所 得 分

株 式 等 の 譲 渡 所 得 等 分

先 物 取 引 の 雑 所 得 等 分

計 (１)

特

別

徴

収

当

該

年

度

課

税

分

均 等 割 (２)

分離課税に係

る退職所得分

以 外 の

所 得 割

分 離 課 税 以 外 の 分

分
離
課
税

長 期 譲 渡 所 得 分

短 期 譲 渡 所 得 分

株 式 等 の 譲 渡 所 得 等 分

先 物 取 引 の 雑 所 得 等 分

小 計 (３)

小

計

課 税 総 額 (２)＋(３) (４)

翌 年 度 の 収 入 と な る べ き 額 (５)

当 該 年 度 の 収 入 と な る べ き 額 (４)－(５) (６)

分 離 課 税 に 係 る 退 職 所 得 分 (７)

計 (４)＋(７)

前 年 度 課 税 分 で 当 該 年 度 の 収 入 と な る べ き 額 (８)

徴

収

区

分

給 与 に 係 る 特 別 徴 収
均 等 割

所 得 割

公 的 年 金 等 に 係 る 特 別 徴 収
均 等 割

所 得 割

当 該 年 度 の 収 入 と な る べ き 額

(１)＋(６)＋(７)＋(８) 

(Ａ)   円 (Ｂ)   円 (Ｃ)(Ａ)＋(Ｂ)円 

県 民 税 調 定 額 円 按

あ ん

分 率  (Ａ)／(Ｃ)

 埼玉県税条例第２７条第 項の規定により報告します。 

       年  月  日 

 （宛先） 

 埼玉県   県税事務所長 

                                                                                   市町村長         □印  

 注意 １ 当初課税額の報告をする場合には、分離課税に係る退職所得分の所得割は含めないこと。 

    ２ 地方税法附則第３３条の３に規定する「土地等に係る事業所得等の金額」については、普通徴収の「分離課税以外の分」欄に記載すること。 

    ３ 納税義務者数については、当該区分のいずれかに該当するものであること。 

    ４ 分離課税に係る退職所得分の報告をする場合には、「納税義務者数」、「均等割」、「按

あん

分率」及び「県民税調定額」の各欄は記載しないこと。 



別記様式第二十二号 
年度（    年  月分）個人の県民税課税額異動及び払込報告書 

区         分 

県 民 税 課 税 額 県 ・ 市 町 村 民 税 徴 収 額

按
あん

分率

県 民 税 払 込 額
県民税不

納欠損累

計額 

収入歩合前 月 ま

で の 計
本月分 累計 

前月ま

での計

本 月 分

累 計
前月ま

での計
本月分 累計 

徴収額 還付額
差 引 徴

収額 

税

額

現年課税分（当該年度の収

入となるべき額） 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ％

内

訳

普 通 徴 収

特 別 徴 収 （給 与 ）

特別徴収(公的年金等)

滞
納
繰
越
分

平 成 １ ９ 年 度 分 以 降

平 成 １ ８ 年 度 分 以 前

小 計

計               

延

滞

金

現年課税分（当該年度の収

入となるべき額） 
         備 考

滞
納
繰
越
分

平 成 １ ９ 年 度 分 以 降

平 成 １ ８ 年 度 分 以 前

小 計

計          

合 計

       年  月徴収分の個人の県民税を上記のとおり払い込みます。 

       年  月  日 

  （宛先） 

  埼玉県   県税事務所長                                                  市町村長         □印

 注意 １ 毎月の払込みの際に作成すること。 

    ２ ３月３１日現在の按
あん

分率によつて清算される３月から５月までの徴収分の払込みについては、清算した後実際に払い込む場合の金額を県民税

払込額の本月分の欄に記載するものとし、その清算内訳は、別紙明細書に記載し、本報告書に添付すること。 



別
記
様
式
第
三
十
三
号
中
「第

１
０
項

」
を
「第

１
４
項

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
四
号
中

を

に
改
め
、
同
様
式
の

注
意
１
中
「第

１
１
条
の
４
第
１
項
」

の
次
に
「若

し
く
は
第
４
項

」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

㎡
 

・
 
 
・
 

円

」

「

」

㎡

４
 
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
改
修
工
事
対
象
住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
２
年
以
内
に
、
改
修
工
事
 

 
該
個
人
が
居
住
の
用
に
供
し
た
。
 

宅
地
建
物
取
引
業
者

の
免
許
証
番
号
住

宅
の

種
類
新
築
年
月
日
取
得
年
月

一
戸

建
住

宅

そ
の
他
（
 
 
 
）

・
 
 
・
 

 
 
 ・
 
 
・
 

 
 
・
 
 
・
 

円

に
よ
り
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
と
し
た
上
で
、
個
人
に
対
し
譲
渡
し
、
当

日
改
修
工
事
完
了
年
月
日
譲
渡
年
月
日
居
住
開
始
年
月
日

 
・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

 



別記様式第三十六号 

※整理番号 
受付印

不 動 産 取 得 税 減 額 予 定 の 申 告 書

       年  月  日 

 （宛先） 

 埼玉県   県税事務所長 

取

得

者

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

及び代表者氏名 （電話   （   ）     番）

不動産取得税の徴収猶予

を受けようとする不動産

土 地 の 所 在

家 屋 の 所 在 地

地 番

家 屋 番 号

地 目

種 類 ・ 構 造

地 積

床 面 積
取 得 し た 年 月 日

㎡
 ・  ・ 

 徴収猶予を受けようとする事由等（該当の数字を○印で囲み、所要事項を記入してください。） 

１ 土地を取得した日から２年以内（平成１１年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に取得した土地については、３年以内（平成１６年４月

１日から平成２８年３月３１日までの間に取得した土地で地方税法施行令で定める場合においては、４年以内））にその土地の上に特例適用住宅が

新築される予定である（その土地の取得をした者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は住宅の新築がその土地の取得をし

た者から直接その土地を取得した者により行われる場合に限る。）。 

新築される予定の住宅

住 宅 の 種 類 床 面 積 着 工 予 定 年 月 日 完 成 予 定 年 月 日

一 戸 建 住 宅

その他（     ）

㎡
 ・  ・ ・  ・ 

２ 土地を取得した日から１年以内にその土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を取得する予定である。 

取得する予定

の耐震基準適

合既存住宅等

住 宅 の 種 類 床 面 積 新 築 年 月 日 現在の所有者の住所及び氏名 取 得 予 定 年 月 日

一 戸 建 住 宅

その他（    ）

㎡
 ・  ・  ・  ・ 

３ 耐震基準不適合既存住宅を取得し、その取得の日から６月以内に耐震改修を行い、耐震基準に適合することについて証明を受け、かつ、自己の居

住の用に供する予定である。 

住 宅 の 種 類 新 築 年 月 日 耐 震 改 修 完 了 予 定 年 月 日 居 住 開 始 予 定 年 月 日

一 戸 建 住 宅

そ の 他 （      ）
・   ・ ・   ・ ・   ・ 



４ 取得した不動産は、その取得の日から１年以内に公共事業の用に供するため収用され、譲渡し、若しくは移転補償金を受ける予定の不動産又は地

方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実と認められる不動産として譲渡し、若しくは移

転補償金を受ける予定の不動産に代わるものとなる予定である。 

 ○収用され、譲渡し、又は移転補償金を受ける予定の不動産 

土 地 の 所 在

家 屋 の 所 在 地

地 番

家 屋 番 号

地 目

種 類 ・ 構 造
用 途

地 積

床 面 積
固 定 資 産 課 税 台 帳 価 格

㎡ 円

 収用・譲渡・移転補償の別
収用され、譲渡し、又は移転補償金

に係る契約をする予定の年月日
公 共 事 業 の 種 類 公 共 事 業 の 起 業 者

 収 用 ・ 譲 渡 ・ 移 転 補 償 ・   ・   

５ 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が、障害者の雇用の促進等に関する法律第４９条第１項第６号の助成金又は地方税法施行規則附則第３

条の２の１８の助成金の支給を受けて取得した当該事業所の事業の用に供する施設をその取得した日から引き続き３年以上当該事業所の事業の用に

供する予定である。 

 施 設 の 所 在 地 施 設 の 種 類 床 面 積 取 得 年 月 日 助 成 金 の 額

㎡  ・  ・ 円

６ 宅地建物取引業者が、改修工事対象住宅を取得した日から２年以内に、改修工事により住宅性能向上改修住宅とした上で、個人に対し譲渡し、当

該個人が居住の用に供する予定である。 

宅地建物取引業者
の 免 許 証 番 号

住 宅 の 種 類 新 築 年 月 日 改修工事完了予定年月日 譲 渡 予 定 年 月 日 居住開始予定年月日

一 戸 建 住 宅

そ の 他 （   ）
・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

 注意 １ この申告書は、埼玉県税条例第３２条の９第１項、第３２条の１１の２第２項若しくは第３２条の１１の３第２項又は地方税法附則第１１条

の４第２項若しくは第５項の規定により不動産取得税の徴収猶予を受けようとする場合に、不動産取得申告書と併せて提出してください。 

    ２ この申告書には、不動産取得税の徴収猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付してください。 

    ３ ※印の欄は、記入しないでください。 



別
記
様
式
第
三
十
七
号
の
三
７
⑵
中
「第

１
１
条
の
４
第
２
項

」
の
次
に
「又

は
第
５
項

」
を

加
え
、
同
様
式
中
「 

 
１
１
条
の
４
第
４
項
に
該
当
」

を

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
１
中
「第

１
１
条
の
４
第
２
 

項

」
の
次
に
「若

し
く
は
第
５
項

」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
三
の
注
意
中
「若

し
く
は
第
３
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

」
を
「、

第
３
項
、
第
４
項
若
し
く
は
第
５
項

」
に
、
「若

し
く
は
第
６
号
、
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項

」
を
「、

第
５
号
若
し
く
は
第
７
号
、
第
２
項
、
第

３
項
、
第
４
項
若
し
く
は
第
５
項

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
条
第
一
項
の

改
正
規
定
は
、
同
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
 
 
１
１
条
の
４
第
４
項
に
該
当
 

 
(
４
)
 
そ
の
他
（
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
」
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